




























２．歳  入
（款) 1.市税 （項) 1.市民税 （単位　千円）

節   

目

 1. 個人 5,282,900 128,100 5,411,000  1. 現年課税分 150,000 ・所得割額 150,000

[課税課]

 2. 滞納繰越分 △ 21,900 ・滞納繰越分 △ 21,900

[収税課]

 2. 法人 485,900 △ 19,000 466,900  1. 現年課税分 △ 20,000 ・法人税割額 △ 20,000

[課税課]

 2. 滞納繰越分 1,000 ・滞納繰越分 1,000

[収税課]

計 5,768,800 109,100 5,877,900

（款) 1.市税 （項) 2.固定資産税

 1. 固定資産税 3,927,844 △ 4,844 3,923,000  2. 滞納繰越分 △ 4,844 ・滞納繰越分 △ 4,844

[収税課]

計 3,935,699 △ 4,844 3,930,855

（款) 1.市税 （項) 3.軽自動車税

 1. 軽自動車税 130,300 5,800 136,100  1. 現年課税分 6,000 ・軽四輪自動車等 6,000

[課税課]

 2. 滞納繰越分 △ 200 ・滞納繰越分 △ 200

[収税課]

計 130,300 5,800 136,100

（款) 1.市税 （項) 4.市たばこ税

 1. 市たばこ税 541,000 △ 50,000 491,000  1. 現年課税分 △ 50,000 ・市たばこ税 △ 50,000

[課税課]

計 541,000 △ 50,000 491,000

（款) 1.市税 （項) 6.都市計画税

 1. 都市計画税 602,200 △ 700 601,500  2. 滞納繰越分 △ 700 ・滞納繰越分 △ 700

[収税課]

計 602,200 △ 700 601,500

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

- 11 - 

（歳入）市税 

- 12 - 



（款) 3.利子割交付金 （項) 1.利子割交付金 （単位　千円）

節   

目

 1. 利子割交付金 14,000 4,000 18,000  1. 利子割交付金 4,000 ・利子割交付金 4,000

[財政課]

計 14,000 4,000 18,000

（款) 4.配当割交付金 （項) 1.配当割交付金

 1. 配当割交付金 85,000 △ 11,827 73,173  1. 配当割交付金 △ 11,827 ・配当割交付金 △ 11,827

[財政課]

計 85,000 △ 11,827 73,173

（款) 5.株式等譲渡所得割交付金 （項) 1.株式等譲渡所得割交付金

 1. 株式等譲渡所得割交付 81,000 3,000 84,000  1. 株式等譲渡所得割 3,000 ・株式等譲渡所得割交付金 3,000

金 交付金 [財政課]

計 81,000 3,000 84,000

（款) 6.地方消費税交付金 （項) 1.地方消費税交付金

 1. 地方消費税交付金 1,248,000 88,000 1,336,000  1. 地方消費税交付金 88,000 ・地方消費税交付金（一般財源分） △ 505,000

[財政課]

・地方消費税交付金（社会保障財源分） 593,000

[財政課]

計 1,248,000 88,000 1,336,000

（款) 8.自動車取得税交付金 （項) 1.自動車取得税交付金

 1. 自動車取得税交付金 59,000 22,000 81,000  1. 自動車取得税交付 22,000 ・自動車取得税交付金 22,000

金 [財政課]

計 59,000 22,000 81,000

（款)12.分担金及び負担金 （項) 1.負担金

 1. 総務費負担金 4,000 1,665 5,665  1. 総務管理費負担金 1,665 ・企業会計事務費負担金 1,665

[財政課]

 2. 民生費負担金 468,731 △ 2,041 466,690  3. 児童福祉費負担金 △ 2,041 ・養育医療負担金 △ 1,302

[子育て支援課]

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

- 11 - 
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（款)12.分担金及び負担金 （項) 1.負担金 （単位　千円）

節   

目

 2. 民生費負担金 ・一時保育事業利用者負担金 △ 739

[中央保育所]

計 472,731 △ 376 472,355

（款)13.使用料及び手数料 （項) 1.使用料

 4. 土木使用料 164,313 3,496 167,809  1. 道路橋梁使用料 3,700 ・道路占用料 3,700

[道路管理課]

 2. 都市計画使用料 △ 204 ・プール使用料 △ 204

[都市計画課]

計 206,881 3,496 210,377

（款)13.使用料及び手数料 （項) 2.手数料

 2. 衛生手数料 158,926 △ 52 158,874  1. 保健衛生手数料 △ 52 ・畜犬登録事務等手数料 △ 52

[環境政策課]

 4. 土木手数料 42,751 △ 3,431 39,320  2. 道路橋梁手数料 △ 3,431 ・自転車駐車場利用登録手数料 △ 3,370

[道路管理課]

・道路幅員証明手数料 △ 1

[道路管理課]

・放置自転車等移動保管手数料 △ 60

[道路管理課]

 5. 消防手数料 300 △ 40 260  1. 消防手数料 △ 40 ・危険物施設許認可手数料 △ 40

[消防本部予防課]

計 239,962 △ 3,523 236,439

（款)14.国庫支出金 （項) 1.国庫負担金

 1. 民生費国庫負担金 3,327,171 34,673 3,361,844  1. 社会福祉費負担金 12,377 ・国民健康保険基盤安定負担金 12,377

[国保年金課]

 3. 児童福祉費負担金 39,171 ・母子生活支援施設措置費負担金 △ 1,795

[子育て支援課]

・助産施設措置費負担金 3

[子育て支援課]

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明
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（歳入）利子割交付金，配当割交付金，株式等譲渡所得割交付金，地方消費税交付金，自動車取得税交付金，分担金及び負担金，使用料及び手数料，国庫支出金 

- 14 - 



（款)14.国庫支出金 （項) 1.国庫負担金 （単位　千円）

節   

目

 1. 民生費国庫負担金 ・児童扶養手当給付費負担金 △ 4,225

[子育て支援課]

・子どものための教育・保育給付費負担金 45,188

[保育課]

 4. 児童手当負担金 △ 15,063 ・児童手当交付金 △ 15,063

[子育て支援課]

 5. 母子保健衛生費等 △ 1,447 ・未熟児養育医療費等国庫負担金 △ 1,447

負担金 [子育て支援課]

 6. 生活保護費負担金 △ 365 ・住居確保給付金 △ 365

[生活支援課]

計 3,327,171 34,673 3,361,844

（款)14.国庫支出金 （項) 2.国庫補助金

 1. 総務費国庫補助金 14,008 1,085 15,093  1. 総務管理費補助金 1,085 ・社会資本整備総合交付金 1,085

[管財課]

 2. 民生費国庫補助金 268,018 7,931 275,949  2. 児童福祉費補助金 7,931 ・婦人保護事業費補助金 △ 77

[子育て支援課]

・母子家庭等対策総合支援事業費補助金 △ 673

[子育て支援課]

・子ども・子育て支援交付金 △ 140

[保育課]

・子ども・子育て支援整備交付金 8,821

[保育課]

 3. 衛生費国庫補助金 26,140 166 26,306  1. 保健衛生費補助金 166 ・循環型社会形成推進交付金 △ 264

[環境政策課]

・循環型社会形成推進交付金 430

[廃棄物対策課]

 4. 商工費国庫補助金 6,427 △ 4,427 2,000  1. 商工費補助金 △ 4,427 ・地方創生推進交付金 △ 4,427

[産業振興課]

 5. 土木費国庫補助金 194,101 △ 90,734 103,367  1. 道路橋梁費補助金 △ 52,846 ・社会資本整備総合交付金 △ 49,264

[道路管理課]

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明
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（款)14.国庫支出金 （項) 2.国庫補助金 （単位　千円）

節   

目

 5. 土木費国庫補助金 ・社会資本整備総合交付金 △ 3,582

[道路建設課]

 2. 都市計画費補助金 △ 30,969 ・社会資本整備総合交付金 △ 30,969

[道路建設課]

 3. 住宅費補助金 △ 6,919 ・社会資本整備総合交付金 △ 6,919

[建築課]

計 514,091 △ 85,979 428,112

（款)15.県支出金 （項) 1.県負担金

 1. 総務費県負担金 2,500 1,089 3,589  1. 総務管理費負担金 1,089 ・権限移譲事務交付金 1,089

[総務課]

 2. 民生費県負担金 1,160,700 33,665 1,194,365  1. 社会福祉費負担金 7,296 ・国民健康保険基盤安定負担金 7,296

[国保年金課]

 2. 老人福祉費負担金 255 ・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 255

[国保年金課]

 3. 児童福祉費負担金 24,335 ・母子生活支援施設措置費負担金 △ 897

[子育て支援課]

・助産施設措置費負担金 2

[子育て支援課]

・子どものための教育・保育給付費負担金 22,595

[保育課]

・子どものための教育・保育給付費地方単独費 2,635

  用負担金

[保育課]

 4. 児童手当負担金 3,158 ・児童手当負担金 3,158

[子育て支援課]

 5. 母子保健衛生費等 △ 724 ・未熟児養育医療費負担金 △ 724

負担金 [子育て支援課]

 6. 生活保護費負担金 △ 655 ・生活保護費負担金 △ 655

[生活支援課]

計 1,163,236 34,754 1,197,990

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明
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（歳入）国庫支出金，県支出金 
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（款)15.県支出金 （項) 2.県補助金 （単位　千円）

節   

目

 2. 民生費県補助金 353,482 △ 4,176 349,306  3. 児童福祉費補助金 △ 4,176 ・子ども・子育て支援交付金 △ 140

[保育課]

・子ども・子育て支援整備交付金 △ 4,036

[保育課]

 3. 衛生費県補助金 19,292 △ 5,533 13,759  1. 保健衛生費補助金 △ 5,533 ・地域自殺対策強化事業費補助金 △ 1,318

[健康増進課]

・生活排水対策浄化槽推進事業補助金 △ 900

[環境政策課]

・地下水汚染防止対策事業補助金 △ 3,315

[環境政策課]

 4. 農林水産業費県補助金 10,064 △ 951 9,113  1. 農業費補助金 △ 951 ・新「輝け！ちばの園芸」産地整備支援事業補 △ 535

  助金

[産業振興課]

・飼料用米等拡大支援事業補助金 △ 98

[産業振興課]

・農地集積・集約化対策事業費補助金 △ 318

[農業委員会事務局]

 5. 商工費県補助金 1,692 △ 195 1,497  1. 商工費補助金 △ 195 ・千葉県消費者行政推進事業補助金 △ 195

[産業振興課]

 6. 土木費県補助金 1,840 284 2,124  1. 土木総務費補助金 284 ・住まいの耐震化サポート事業補助金 △ 799

[建築課]

・千葉県空き家等対策推進事業補助金 1,083

[建築課]

 7. 消防費県補助金 2,709 △ 337 2,372  1. 消防費補助金 △ 337 ・千葉県地域防災力向上総合支援補助金 △ 250

[消防本部総務課]

・消防防災施設強化事業補助金 △ 87

[消防本部総務課]

 8. 教育費県補助金 4,109 △ 50 4,059  2. 社会教育費補助金 △ 50 ・文化財保存事業補助金 △ 50

[社会教育課]

計 396,188 △ 10,958 385,230

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

- 15 - 
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（款)15.県支出金 （項) 3.委託金 （単位　千円）

節   

目

 1. 総務費委託金 170,784 5,538 176,322  2. 徴税費委託金 10,545 ・県税徴収事務委託金 10,545

[収税課]

 4. 選挙費委託金 △ 5,007 ・衆議院議員選挙執行委託金 △ 5,007

[選挙管理委員会事務局]

計 170,785 5,538 176,323

（款)16.財産収入 （項) 1.財産運用収入

 2. 利子及び配当金 1,058 △ 332 726  1. 利子及び配当金 △ 332 ・各種基金利子 △ 332

[財政課]

計 2,783 △ 332 2,451

（款)16.財産収入 （項) 2.財産売払収入

 1. 不動産売払収入 1 1,508 1,509  1. 土地売払収入 1,508 ・市有地売払代 1,508

[管財課]

計 1 1,508 1,509

（款)17.寄附金 （項) 1.寄附金

 1. 一般寄附金 301 5,080 5,381  1. 一般寄附金 5,080 ・ふるさと寄附金 5,000

[政策推進課]

・一般寄附金 50

[福祉政策課]

・一般寄附金 30

[子育て支援課]

計 301 5,080 5,381

（款)18.繰入金 （項) 1.基金繰入金

 1. 基金繰入金 836,715 △ 232,688 604,027  1. 基金繰入金 △ 232,688 ・財政調整基金繰入金 △ 231,888

[財政課]

・芸術文化振興基金繰入金 △ 800

[社会教育課]

計 836,715 △ 232,688 604,027

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明
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（歳入）県支出金，財産収入，寄附金，繰入金 
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（款)18.繰入金 （項) 2.特別会計繰入金 （単位　千円）

節   

目

 1. 特別会計繰入金 5 21,836 21,841  1. 特別会計繰入金 21,836 ・霊園事業特別会計繰入金 21,836

[環境政策課]

計 5 21,836 21,841

（款)20.諸収入 （項) 1.延滞金、加算金及び過料

 1. 延滞金及び加算金 8,400 8,820 17,220  1. 延滞金及び加算金 8,820 ・市民税等延滞金 8,820

[収税課]

計 8,400 8,820 17,220

（款)20.諸収入 （項) 3.雑入

 1. 雑入 530,265 38,370 568,635  1. 雑入 38,370 ・水源確保対策費 △ 1,166

[政策推進課]

・広告収入 673

[シティセールス推進課]

・宝くじ交付金 10,760

[財政課]

・生活保護法第６３条等返還金 10,000

[生活支援課]

・生活保護法第６３条等返還金滞納繰越分 2,300

[生活支援課]

・市民農園貸付料 △ 390

[産業振興課]

・わたしの街みどりづくり事業交付金 △ 14

[産業振興課]

・各種団体等補助金 △ 808

[建築課]

・学校給食費（現年度分） △ 5,774

[指導課]

・学校給食費（滞納繰越分） 1,261

[指導課]

・消防救急無線設備整備負担金返還金 21,528

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

- 17 - 
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（款)20.諸収入 （項) 3.雑入 （単位　千円）

節   

目

 1. 雑入 [消防署]

計 530,265 38,370 568,635

（款)21.市債 （項) 1.市債

 1. 民生債 15,800 △ 7,600 8,200  1. 児童福祉債 △ 7,600 ・こどもルーム整備事業債 △ 7,600

[保育課]

 2. 衛生債 79,700 △ 26,000 53,700  1. 清掃債 △ 21,400 ・ごみ処理施設整備事業債 △ 21,400

[廃棄物対策課]

 2. 上水道債 △ 4,600 ・上水道事業一般会計出資債 △ 4,600

[政策推進課]

 3. 土木債 316,600 △ 82,100 234,500  1. 土木債 △ 103,900 ・道路舗装整備事業債 △ 33,200

[道路管理課]

・交通安全施設整備事業債 △ 700

[道路管理課]

・排水施設整備事業債 △ 17,100

[道路管理課]

・道路改良整備事業債 △ 8,100

[道路管理課]

・橋梁長寿命化対策事業債 △ 300

[道路管理課]

・道路附属物等整備事業債 △ 3,100

[道路管理課]

・物井駅西側自転車駐車場整備事業債 △ 9,100

[道路管理課]

・道路排水施設整備事業債 △ 14,400

[道路管理課]

・道路新設整備事業債 △ 17,900

[道路建設課]

 2. 都市計画債 21,800 ・街路事業債 21,800

[道路建設課]

 5. 総務債 0 7,300 7,300  1. 庁舎債 7,300 ・庁舎等整備事業債 7,300

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

- 19 - 

（歳入）繰入金，諸収入，市債 
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（款)21.市債 （項) 1.市債 （単位　千円）

節   

目

 5. 総務債 [管財課]

計 1,624,600 △ 108,400 1,516,200

補 正 前 の 額 補 正 額 計
区 分 金 額

説 明

- 19 - 

- 20 - 
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